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  福祉機器貸出事業実施要綱

（目的）
第１条　この事業は、市内に在住する高齢者及び身体障がい者（児）等に対し、福祉機器を貸出しすることにより、在宅生活の維持または介護負担の軽減を図ることを目的とする。

（対象者）
第２条　福祉機器の貸出を受けることができる者は次のとおりとする。
（１）　市内で在宅生活をする高齢者、身体障がい者（児）で一時的に移動や介護に機器を必要とする者。
（２）　市内で在宅生活をする者がけがや病気で一時的に移動や介護に機器を必要となったとき。
（３）　市内で福祉教育を目的に、機器を必要とする団体。
（４）　その他、会長が適当と認めた者。

（貸出し機器及び貸出し期間）
第３条　貸出し機器は次のとおりとする。
（1） 車いす
（2） スロープ
２　貸出し期間は最長３カ月までとする。ただし、会長が必要と認める場合は、貸出期間を延長することができる。
３　借用の必要がなくなった場合は、速やかに返却するものとする。

（借用方法）
第４条　福祉機器の借用を希望する者は、使用する前までに福祉機器借用申請書（様式１号）に必要事項を記入し会長に提出する。
２　貸出要綱に基づき利用者に説明を行い、同意を求め貸出証（様式２号）を交付する。
３　貸出し及び返却は平日の午前８時３０分から午後５時３０分までとする。
　　ただし、会長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
４　福祉機器の利用の申し込みは、借用しようとする日の３か月前から受け付ける。

（利用料）
第５条　利用料金は無料とする。ただし、利用者の過失により福祉機器を破損又は紛失した場合は、借用時の状態にし、返却しなければならない。
２　会長が損害を賠償させる必要がないと認める時はこの限りではない。

（在庫調整）
第６条　機器の耐用年数、消耗等により著しく傷みがあり、または貸出すことが不可能と思われるものについては、廃棄をすることができるものとする。ただし、利用者の希望があるときには、本人が使用中の機器を譲渡することができる。

（禁止事項）
第７条　借用人は、借り受けた機器をその目的以外に使用してはならない。
２　借用人は、借り受けた機器を第三者に貸与してはならない。

附則
この要綱は、平成１５年  ４月１日から施行する。
附則
この要綱は、平成１５年１２月１日から施行する。
附則
この要綱は、平成１８年　４月１日から施行する。
　　附則
この要綱は、平成１９年  ４月1日から施行する。
　　附則
この要綱は、平成２１年　４月１日から施行する。
　　附則
この要綱は、平成２２年　４月１日から施行する。
附則
この要綱は、平成２５年　４月１日から施行する。
附則
この要綱は、平成２６年　４月１日から施行する。
附則
この要綱は、平成２８年　９月１日から施行する。
附則
この要綱は、令和　３年　７月１日から施行する。


